
　ひとり親家庭等（母子家庭や父子家庭など）の方が受けられる主な制度です。市公式ホームペー
ジに各事業の詳細を掲載していますのでご確認ください。
　対象者であっても該当しない場合がありますので、まずはご相談ください。

知っていますか？ひとり親福祉制度

事　業　名 市公式ホーム
ページ ID 問合先 電話番号

ひとり親家庭等医療費助成   1961 保険医療課（市役所１階） ℡.28-8018

児童扶養手当   2056

こども家庭センター（保健センター） ℡.28-8025母子家庭等自立支援教育訓練給付金 14358

母子家庭等高等職業訓練促進給付金 14480

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 14336 こども家庭センター（保健センター） ℡.23-5217

水道料金の軽減（P11 参照）   2104 中空知広域水道企業団滝川営業所（市役所 1 階）
またはこども家庭センター（保健センター）

℡.28-8052 
℡.28-8025

ごみ処理手数料の減額（P９参照）   1762
くらし支援課（市役所３階） ℡.28-8013

し尿処理手数料の減額（P９参照）   1772

※妊娠期から子育て期までのさまざまな相談や配偶者暴力（お子さんのいる世帯）に関する相談は、こども家庭セ
ンター（Tel.23-5217）にご相談ください。

国民健康保険資格確認書等の更新について
　現在お手元にある国民健康保険資格確認書および資格情報のお知らせ（70歳以上）の有効期限は、７月31日㈮まで
となっています。新しい資格確認書等は郵送でお届けします。
…旧資格確認書等は回収しませんので、各世帯において廃棄処分してください。 発送予定日発送予定日

７月９日㈭７月９日㈭

　マイナ保険証を提示することで、医療機関等の受診が可能です。
　簡易にご自身の資格情報が確認できるよう加入時と資格変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
　※機械の不具合などで、マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を
併せて提示することで保険診療を受けることができます。

■退職や就職などにより国民健康保険に加入・脱退するときには、必ず14日以内に届け出ましょう

保険医療課　Tel.28-8016問合先

　国民健康保険税の納期限から１年が経過しても納付がない場合は、療養の給付に代えて特別療養費の支給対象とな
ることがあります。診療を受ける場合は、いったん診療費全額を支払い、後日申請することにより保険者負担分（７
～８割）が払い戻されます。
…該当世帯には別途案内します。

■特別療養費支給対象世帯について

申請いただかなくても、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

市公式ホームページ▲
→検索→下記 IDで検索

■マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方

■マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方または、マイナンバーカード自体をお持ちでない方
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